
徳島県監査委員公表第１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき，徳島県知事等から定期監査結果報告に対して講じた措

置についての通知があったので，同項の規定により次のとおり公表する。
平成３０年６月２５日

徳島県監査委員 稲 田 米 昭
同 矢 田 等
同 井 関 佳穂理
同 黒 﨑 章
同 古 川 広 志

監査結果の公表年月日 平成３０年２月８日

監 査 の 結 果 講 じ た 措 置

(1) 収入で未収 ＜ 西部総合県民局企画振興部〈美馬庁舎〉〈三好庁舎〉＞
となっている 県税及び税外収入について，市町村等関係機関と連携して，新 滞納となった県税等については，毎年度当初に策定する「県税事務
もの たな収入未済の発生を防ぐとともに，適切な債権管理を行い，収 運営方針」に基づき，計画的かつ効果的な滞納整理に取り組むことと

入確保に努める必要がある。 している。
平成28年度の「県税」の収入未済額は，59,190,539円であり，税目

県税の収入未済額の状況 別では，市町が「個人の住民税」として賦課徴収を行っている個人県民税が収入
未済額全体の82.9％，自動車税が12.7％となっており，この2税目で県税収入未済額

平成28年度決算額 59,190,539円 全体の95.6％を占める状況である。
〔参考〕

平成27年度決算額 70,915,336円 「個人県民税」の収入未済額 49,085,657円
（対前年度比△10,377,603円）

増 減 額 △11,724,797円 「自動車税」の収入未済額 7,502,472円
（対前年度比 △957,040円）

また，「税外収入」の収入未済額は，6,517,700円であり，前年度よ
税外収入の収入未済額の状況 り72,108円減少している。

このため，特に収入未済額の大部分を占める個人県民税の徴収対策として，平成
平成28年度決算額 6,517,700円 29年度においては，地方税法第48条の規定に基づき，住民税の徴収を管内1市2町か

ら一部引受け，県の徴税吏員が滞納整理を行う徴収支援を実施した。
平成27年度決算額 6,589,808円 また，11月から12月にかけての「県下一斉徴収強化月間」では，県と市町の連

名による「共同催告」を実施するなど，管内市町と連携を強化し，滞納を許さな
増 減 額 △72,108円 い機運を醸成するとともに新規滞納の抑制を図った。

自動車税については，滞納件数が多く，早期の処理が求められるこ
とから，地区別に徴収状況を把握し進行管理に努めるとともに，西部
総合県民局企画振興部県税担当が一体となって，積極的な納税交渉や
効果的な調査を行い，厳正な滞納整理に取り組んでいる。
その他の税目についても，定期的に美馬庁舎と三好庁舎の合同で「滞

納分析会議」を開催し，滞納整理の進捗状況と今後の滞納整理方針に
ついて協議，また，7月から9月までの間を「滞納繰越分整理強調月間」



と定め，差押などの積極的な滞納処分により集中的な滞納整理に取り
組んだところである。
これらの取組から平成28年度決算における収入未済額65,708,239円

が平成30年3月31日現在42,462,259円となり，23,245,980円減少した。
今後とも，さらなる適正，公平な税務行政の実現に向けて，納税秩

序を確立し，税収の確保を図るため，県税の納期限内の収入確保とと
もに滞納繰越分の整理に努めたい。
また，個人県民税については，市町との連携を密にし徴収支援の充

実に努めたい。

＜西部総合県民局保健福祉環境部〈三好庁舎〉＞
返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）及び母子福祉 １ 返納金（児童扶養手当返納金）の収入未済額の状況

資金貸付金元利収入について，新たな収入未済の発生を防ぐとと 「児童扶養手当返納金に係る事務取扱要領」に基づき，電話によ
もに，適切な債権管理を行い，収入確保に努める必要がある。 る督促と家庭訪問を定期的に行い，債務者の生活状況の実態把握に

努め，債務者に寄り添いながら粘り強く納付指導を実施することで，
返納金（児童扶養手当返納金・生活保護返納金）の収入未済 収入未済額の縮減に努めている。
額の状況 その結果，平成28年度決算額で2,142,960円であった収入未済額が，

平成30年3月31日現在2,109,960円となり，33,000円減少した。
平成28年度決算額 17,574,239円 また，新たな収入未済の発生防止策として，年1回の現況届提出時

に，パンフレットを受給者へ配布して不正受給防止の注意喚起を促
平成27年度決算額 17,966,451円 すとともに，手当の定時支払前には，町担当課に対して全受給者の

受給資格を再確認するよう依頼を行うなど，町担当課との連携を強
増 減 額 △392,212円 化し，返納金発生の未然防止と早期発見に努めている。

今後とも，債務者の生活状況の実態を把握し，ひとり親家庭支援
として債務者に寄り添いながら定期的な電話及び訪問による納付指

母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況 導を行い，早期納入を求めるとともに，受給者への定期的な状況調
査により，新たな返納金発生の防止に努めたい。

平成28年度決算額 7,800,607円
２ 返納金（生活保護返納金）の収入未済額の状況

平成27年度決算額 8,359,423円 「生活保護返納金事務処理マニュアル」に基づき返納金が発生し
た時点で一括返納の可否を確認し，困難なケースについては，分割

増 減 額 △558,816円 返済に応じている。
債権の回収に当たっては，保護継続中の者は計画的な返済を指導

し，大部分は最低生活維持可能な範囲で納付継続されている。また，
保護廃止の者の場合は債務者の大半が生活困窮者であるため返済計
画が滞る場合があり，このような返済が滞っている者に対しては，
マニュアルに基づき督促を行うとともに，徴収計画に基づき一定期
間納付がない者を中心に，文書，電話及び訪問により粘り強く説得
を重ねながら回収に努めている。
また，生活保護法改正により，法改正後に発生した返納金につい

ては，保護費との相殺が可能となったことから，重点的な取組とし
て，債務者の同意のもと，最低生活の維持に支障のない範囲で保護
費からの回収を進めている。
このような取組の結果，平成28年度決算額で15,431,279円であっ
た 収入未済額が，平成30年3月31日現在13,968,948円となり，
1,462,331円減少した。



一方，新たな収入未済の発生防止策として，生活保護全世帯に対
し「申告義務のしおり」を配布・説明した上，収入申告確認書に署
名を求めることで申告義務等に関する周知徹底を図るなど，不正受
給防止，未収金発生の抑制等に向けた取組を強化するとともに，町
担当課などの関係機関へも「申告義務のしおり」を配布の上，情報
提供の依頼を行っている。
今後とも，個々の債務者の状況に応じた対応策を随時検討すると

ともに，「債権回収強化期間」（11月）には，長期滞納者を中心に，
訪問による重点的な返済指導を行うなど，未収金の回収と新たな収
入未済の発生防止に努めたい。

３ 母子福祉資金貸付金元利収入の収入未済額の状況
「母子父子寡婦福祉資金貸付金償還指導マニュアル」に基づき，

借受人及び連帯保証人へ督促状・滞納状況を通知するとともに，全
滞納者に対して，定期的な電話又は訪問指導を行っている。
特に，長期滞納者については連帯保証人に対して償還指導を実施

している。
また，これらの償還業務を組織的な対応とするため，毎月1回，部
内において未収金対策会議を開催するほか，償還指導の強化期間を
設定するなど，計画的な償還に向けた指導及び支援を積極的に行っ
ている。
このような取組の結果，平成28年度決算額で7,800,607円であった

収入未済額が，平成30年3月31日現在6,724,756円となり，1,075,851
円減少した。
一方，新たな未収金の発生防止策として，貸付時において，借受

人や連帯保証人から「所得証明書等の提出誓約書兼所得・財産調査
等の同意書」の提出を求め，滞納時における金融機関や行政機関等
からの情報収集手段を確保するとともに，修学資金や技能習得資金
など，貸付が長期に及ぶ資金については，住所や連絡先などに関す
る「状況確認書」の定期的な提出を求め，借受人や連帯保証人の状
況を継続的に把握し，貸付金償還に向けた意識付けの強化を図るな
ど，新たな未収金の発生防止に努めている。
さらに，償還開始1か月前には，借受人及び連帯保証人へ償還開始
通知を発送し償還を促すなど，未収金の発生防止に精力的に取り組
んでいる。
また，未収金の縮減策として，滞納者が口座引き落としにより償

還できる口座振替の手続きを勧奨し，利便性に配慮することにより
収納を進めているところである。
今後とも，滞納者に定期的な電話又は訪問での粘り強い指導や口

座振替の利用勧奨を行うなど，計画的で利便性の高い償還を促し，
収入未済額の縮減を図るとともに，新たな未収金の発生防止に向け
た滞納防止策を徹底したい。

(2) 契約事務で ＜食肉衛生検査所＞
適切でないも 白衣等クリーニング業務契約について，随意契約によることが 今回の事案は，本来は競争入札により事業者を決定すべきところ，
の できる場合に該当しないにも関わらず，随意契約しているものが 業務を適正に実施できる1事業者から見積徴収を行い，随意契約による



ある。今後，組織的な確認を徹底し，適正な事務の執行を確保す 単価契約を締結したものである。
る必要がある。 今回の指摘を受け，研修等による会計事務に関する知識習得に取り

組むとともに，担当内で情報を共有し，契約事務規則や随意契約ガイ
ドラインに基づく適切な事務処理を行うよう周知徹底を図り，また担
当者段階での要件適合の確認と決裁時における組織的確認の強化を図
った。
今後とも，適切な契約事務の処理について，職員への周知を図り，

適正な事務の執行に努めたい。

監査結果の公表年月日 平成３０年３月１２日

監 査 の 結 果 講 じ た 措 置

(1) 収入証紙に ＜小松島高等学校＞
関する事務処 収入証紙による収入手続において，消印がなされていないもの 消印ができていない収入証紙は，直ちに担当職員及び事務課長が消
理で適切でな がある。今後，組織的な確認を徹底し，適正な事務の執行を確保 印とその確認を行った。
いもの する必要がある。 今回の指摘を受けて，収入証紙による収納手続を行う場合は，担当

職員が消印までの事務処理を行った後，管理職を含む複数の職員が再
確認することによって，再発防止を図った。
今後とも，組織的な確認を徹底し，適正な事務の執行に努めたい。

(2) 契約事務で ＜名西高等学校＞
適切でないも 巡回展実施業務委託契約について，随意契約によることができ 今回の事案は，本来は競争入札により委託事業者を選定すべきとこ
の る場合に該当しないにもかかわらず，随意契約をしている。今後， ろ，委託業務を適正に実施できると思われる1事業者から見積徴収を行

組織的な確認を徹底し，適正な事務の執行を確保する必要がある。 い，随意契約を締結したものである。
今回の指摘を受け，学校内で情報を共有し，契約事務規則や随意契

約ガイドラインに基づく適切な事務処理を行うよう周知徹底を図ると
ともに，立案段階での内部での複数チェックによる組織的な確認を徹
底することにより，再発防止を図った。
なお，平成29年度における同様の委託業務においては，競争入札に

より委託事業者を選定した。
今後とも，適切な契約事務の処理について，職員への周知を図り，

適正な事務の執行に努めたい。


